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令和４年 障害者雇用状況の集計結果 
 

徳島労働局（局長 伊藤浩之）は、このほど、徳島県内の民間企業や公的機関などに

おける令和４年の「障害者雇用状況」集計結果を取りまとめましたので、公表します。

「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、事業主に対し、常時雇用する従業員の一

定割合（法定雇用率、民間企業の場合は 2.3％）以上の障害者を雇うことを義務付けてい

ます。 

今回の集計結果は、同法に基づき、毎年６月１日現在の身体障害者、知的障害者、精

神障害者の雇用状況について、障害者の雇用義務がある事業主などに報告を求め、集計

したものです。 
 

【集計結果の主なポイント】 

 

【集計結果の主なポイント】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年１２月２７日 
【照会先】 

徳島労働局職業安定部職業対策課 
課         長   佐藤  正 

課   長   補   佐    武市 直子      
地方障害者雇用担当官   大下 貴志 

電話番号 ０８８－６１１－５３８７ 

＜民間企業＞（法定雇用率 2.3%） 

 ○実雇用率、雇用障害者数ともに前年を上回った 

・実雇用率は 2.34%、対前年比 0.08ポイント上昇 

・雇用障害者数は 2041.0人、対前年比 4.8%（93.0人）増加 

・法定雇用率達成企業の割合は 61.3%(対前年比 1.1ポイント上昇) 

   

＜公的機関＞（同 2.6%、教育委員会は 2.5%）※（ ）内は前年の数値 

 ○県の機関は、法定雇用率を達成したものの、実雇用率及び雇用障害者数ともに前

年を下回った。 

 ○市町村の機関は、実雇用率及び雇用障害者数ともに前年を上回った。 

 ○県等の教育委員会は、実雇用率は前年と同水準であり、雇用障害者数は前年を下

回った。 

  ・県 ：実雇用率 2.88%(2.91%)、雇用障害者数  136.5人(137.0人) 

・市 町 村：実雇用率 2.32%(2.23%)、雇用障害者数  234.5人(223.5人) 

・教育委員会：実雇用率 2.54%(2.54%)、雇用障害者数  149.0人(151.0人) 

 

＜独立行政法人＞（同 2.6%）※（ ）内は前年の数値 

 〇実雇用率及び雇用障害者数ともに前年を上回った。 

・独立行政法人：実雇用率 2.83%(2.60%)、雇用障害者数  85.0人(79.0人) 

 

 

 

 

 

厚生労働省 

徳島労働局    Press Release 
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○ 雇用されている障害者の数、実雇用率、法定雇用率達成企業の割合 

・ 民間企業（43.5人以上規模の企業：法定雇用率2.3％）に雇用されている障害者

の数は 2,041.0人で、前年より93.0人増加（対前年比4.8％増）した。 

・ 雇用されている障害者のうち 、身体障害者は 1,130.0人（対前年比0.5％増）、

知的障害者は612.0人（同7.7％増）、精神障害者は299.0人（同17.0％増）と、い

ずれも前年より増加し、特に精神障害者の伸び率が大きかった。 

 
・ 実雇用率は、2.34％で、前年の2.26％より0.08ポイント上昇した。 

 

・  法定雇用率達成企業の割合は61.3％で、前年の60.2％より1.1ポイント上昇した。 

 
 

○ 企業規模別の状況 

・ 雇用されている障害者の数は、43.5～100人未満規模企業で441.0人 (前年は45

6.5人)、100～300人未満で687.0人（同660.0人）、300～500人未満で266.5人（同

247.5人）、500～1,000人未満で107.5人（同119.5人）、1,000人以上で539.0人（同

464.5人）となった。 

 

・ 実雇用率は、43.5～100人未満規模企業で2.13％（前年は2.18％）、100～300人

未満で2.45％（同2.36％)、300～500人未満で2.30％（同2.21％)、500～1,000人

未満で2.46％（同2.10％)、1,000人以上で2.40％（同2.26％）となった。 

  なお、民間企業全体の実雇用率2.34％と比較すると、100～300人未満、500～1,

000人未満及び1,000人以上規模企業が実雇用率以上となった。 
 
・ 法定雇用率達成企業の割合は、43.5～100人未満規模企業で58.0％（前年は58.

8％）、100～300人未満で67.0％（同64.6％）、300～500人未満で53.3％（同48.

3％）、500～1,000人未満で83.3％（同62.5％）、1,000人以上で77.8％（同 62.

5％）となった。 

 

○ 産業別の状況 

・ 産業別にみると、雇用されている障害者の数は、「農、林、漁業」、「情報通

信業」、「運輸業、郵便業」、「不動産業、物品賃貸業」、「学術研究、専門・

技術サービス業」、「宿泊業、飲食サービス業」、「教育、学習支援業」、「医

療、福祉」、「複合サービス事業」、「サービス業」で前年よりも増加した。 

・ 産業別の実雇用率では、「製造業」(2.62％)、「宿泊業、飲食サービス業」 

（2.43％）、「医療、福祉」（2.58％）、が法定雇用率を上回っている。 

 

１ 民間企業における雇用状況 

障害者雇用状況報告の集計結果（概要） 
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○ 法定雇用率未達成企業の状況 

・ 令和４年の法定雇用率未達成企業は210社。そのうち、不足数が0.5人または１

人である企業（１人不足企業）が、68.1％と過半数を占めている。 

・ また、障害者を１人も雇用していない企業（障害者雇用ゼロ企業）は138社で、

未達成企業に占める割合は、65.7％となっている。 

             

           

 

 

 

（１）県 の 機 関（法定雇用率2.6％）  

・ 県の機関に在職している障害者の数は136.5人、実雇用率は2.88％と前年に比べ

0.03ポイント低下した。４機関全ての機関が達成した。 

 

（２）市 町 村 の 機 関（法定雇用率2.6％）  

 ・ 市町村の機関に在職している障害者の数は234.5人、実雇用率は2.32％と前年に比

べ0.09ポイント上昇した。34機関中18機関が達成した。 

 

（３）県等の教育委員会（法定雇用率2.5％）  

  ・ 県等の教育委員会に在職している障害者の数は149.0人、実雇用率は2.54％と前

年と同水準であった。２機関中１機関が達成した。 
 

（４）独 立 行 政 法 人（法定雇用率2.6％）  

・ 国立大学法人、地方独立行政法人に在職している障害者の数は85.0人、実雇用率

は2.83％と前年に比べ0.23ポイント上昇した。３機関中２機関が達成した。 

 

２ 公的機関等における在職状況 
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１　民間企業における雇用状況（法定雇用率2.3％）

87,241.0 人 2,041.0 人 2.34 % 333 / 543 61.3 %

( 86,320.5 人 ( 1,948.0 人 ) ( 2.26 % ) 325 / 540 60.2 %

２　公的機関等における在職状況

(1) 県の機関（法定雇用率2.6％）

4,732.5 人 136.5 人 2.88 % 4 / 4 100.0 %

( 4,710.5 ) ( 137.0 人 ) ( 2.91 % ) ( 4 / 4 ) ( 100.0 % )

3,522.5 人 103.0 人 2.92 % 1 / 1 100.0 %

( 3,517.5 人 ) ( 102.0 人 ) ( 2.90 % ) ( 1 / 1 ) ( 100.0 % )

1,210.0 人 33.5 人 2.77 % 3 / 3 100.0 %

( 1,193.0 人 ) ( 35.0 人 ) ( 2.93 % ) ( 3 / 3 ) ( 100.0 % )

(2) 市町村の機関（法定雇用率2.6％）

10,086.5 人 234.5 人 2.32 % 18 / 34 52.9 %

( 10,018.5 人 ) ( 223.5 人 ) ( 2.23 % ) ( 19 / 32 ) ( 59.4 % )

(3) 県等の教育委員会（法定雇用率2.5％）

5,870.5 人 149.0 人 2.54 % 1 / 2 50.0 %

( 5,949.5 人 ) ( 151.0 人 ) ( 2.54 % ) ( 1 / 2 ) ( 50.0 % )

5,243.5 人 138.5 人 2.64 % 1 / 1 100.0 %

( 5,308.5 人 ) ( 142.5 人 ) ( 2.68 % ) ( 1 / 1 ) ( 100.0 % )

627.0 人 10.5 人 1.67 % 0 / 1 0.0 %

( 641.0 人 ) ( 8.5 人 ) ( 1.33 % ) ( 0 / 1 ) ( 0.0 % )

(4) 独立行政法人等における雇用状況（法定雇用率2.6％）

3,005.0 人 85.0 人 2.83 % 2 / 3 66.7 %

( 3,037.5 人 ) ( 79.0 人 ) ( 2.60 % ) ( 2 / 3 ) ( 66.7 % )

注　１

２

３

４

５

⑤　達成割合

国立大学法人
地方独立行政法人

計

④　法定雇用率達成機関の数 / 機関数②　障害者の数 ③　実雇用率

④　法定雇用率達成機関の数 / 機関数 ⑤　達成割合

市町村の機関

⑤　達成割合

⑤　達成割合③　実雇用率②　障害者の数 ④　法定雇用率達成機関の数 / 機関数

計

令和4年6月1日現在における障害者の雇用状況（総括表）

民間企業

③　実雇用率

その他の
県 機 関

知事部局

　（　）内は、令和3年６月１日現在の数値である。
　なお、精神障害者は平成18年４月１日から実雇用率に算定されることとなった。

④　法定雇用率達成企業の数 / 企業数

①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

②　障害者の数 ③　実雇用率

①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる労働者数

②　障害者の数 ⑤達成割合

　２の(1)から(3)の各表の①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員
数及び除外率相当職員数（旧除外職員が職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた
職員数である。

　法定雇用率2.5％が適用される機関とは、都道府県の教育委員会及び一定の市町村の教育委員会である。

　１の各表の①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数」とは、常用労働者総数から除外率相当数
（身体障害者及び知的障害者が就業することが困難であると認められる職種が相当の割合を占める業種について
定められた率を乗じて得た数）を除いた労働者数である。

　各表の②欄の「障害者の数」とは、身体障害者、知的障害者及び精神障害者の計であり、短時間労働者以外の
重度身体障害者及び重度知的障害者については法律上、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントを行い
重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間労働者については法律上、１人を0.5人に相
当するものとして0.5カウントとしている。

徳島県
教育委員会

市町村
教育委員会

①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

②　障害者の数 ③　実雇用率 ④　法定雇用率達成機関の数 / 機関数
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　　実雇用率と雇用されている障害者の数の推移

注1：雇用義務のある企業（平成24年までは56人以上規模、平成25年から平成29年までは50人以上規模、平成30年は45.5人以上規模、令和３年
は43.5人以上規模の企業）についての集計である。

注2：「障害者の数」とは、次に掲げる者の合計数である。

平成17年まで 　　　　平成23年以降

平成18年以降平成22年まで

※平成30年以降は、精神障害者である短時間労働者であっても、次のいずれかに該当する者については、1人分とカウントしている。
 　①　通報年の3年前の年に属する6月2日以降に採用された者であること
 　②　通報年の3年前の年に属する6月2日より前に採用された者であって、同日以後に精神障害者保健福祉手帳を取得した者であること

注3：法定雇用率は平成29年までは2.0％、平成30年4月以降令和3年2月までは2.2％、令和3年3月以降は2.3％となっている。
　　　

民間企業における障害者の雇用状況（グラフ）

（年）＜法定雇用率＞
（2.0％） （2.2％）

身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）

知的障害者（重度知的障害者はダブルカウント）

重度身体障害者である短時間労働者

身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）

知的障害者（重度知的障害者はダブルカウント）

重度身体障害者である短時間労働者

重度知的障害者である短時間労働者

精神障害者

精神障害者である短時間労働者

身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）

知的障害者（重度知的障害者はダブルカウント）

重度身体障害者である短時間労働者

重度知的障害者である短時間労働者

精神障害者

身体障害者である短時間労働者

(身体障害者である短時間労働者は0.5人でカウント）

知的障害者である短時間労働者

(知的障害者である短時間労働者は0.5人でカウント）

精神障害者である短時間労働者（※）

865.5 
914.5 

1,003.5 1,021.5 1,052.5 
1,115.0 1,113.5 1,100.0 1,124.5 1,130.0 

322.5 

357.0 
384.0 

413.0 463.5 

511.0 

534.5 

543.5 
568.0 

612.0 
57.0 

73.5 

101.0 
116.5 

141.5 

180.5 
229.0 232.0 

255.5 

299.0 

1.78 

1.90 

2.04 2.09 

2.17 
2.20 

2.26 

2.22 

2.26 

2.34 

1.76 

1.82 

1.88 

1.92 

1.97 

2.05 

2.11 

2.15 

2.20 

2.25 

1.50

1.55

1.60

1.65
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1.80
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実雇用率 実雇用率（全国）＜障害者の数（人数） ＜実雇用率％）

＞

（2.3％）

-5-



◎ 都道府県別の実雇用率等の状況

注　都道府県別の状況は、企業の主たる事務所(特例子会社等の認定を受けている企業であって

　は、その親会社の主たる事務所)が所在する都道府県において、集計したものである。

都道府県名 実雇用率 (対前年増減)
法定雇用率達成

企業の割合
(対前年増減)

全国 2.25 0.05 48.3 1.3 52,007 ／ 107,691

北海道 2.44 0.07 51.3 1.2 2,015 ／ 3,928

青森 2.41 0.05 55.0 1.4 572 ／ 1,040

岩手 2.38 0.01 58.9 0.1 624 ／ 1,060

宮城 2.21 0.00 50.2      △0.5 810 ／ 1,615

秋田 2.29 0.08 62.0 2.3 502 ／ 810

山形 2.18 0.07 54.3 3.8 529 ／ 974

福島 2.19 0.05 54.3 1.3 825 ／ 1,520

茨城 2.20 0.03 49.8 0.5 849 ／ 1,704

栃木 2.38 0.12 56.8 2.4 773 ／ 1,361

群馬 2.21 0.02 54.3      △0.8 925 ／ 1,703

埼玉 2.37 0.05 48.8 1.0 1,821 ／ 3,734

千葉 2.22 0.07 50.2 1.2 1,423 ／ 2,834

東京 2.14 0.05 32.5 1.6 7,520 ／ 23,108

神奈川 2.20 0.04 45.8 1.2 2,308 ／ 5,043

新潟 2.23 0.03 57.2 0.6 1,163 ／ 2,033

富山 2.24 0.06 55.9 1.8 599 ／ 1,072

石川 2.37  　  △0.08 54.4 1.0 631 ／ 1,160

福井 2.48  　  △0.05 58.2 0.6 449 ／ 771

山梨 2.20 0.04 58.6 1.3 377 ／ 643

長野 2.32 0.03 58.1 1.3 1,029 ／ 1,772

岐阜 2.35 0.10 55.1 0.3 921 ／ 1,673

静岡 2.32 0.04 53.3 1.4 1,678 ／ 3,149

愛知 2.19 0.05 48.6 2.1 3,293 ／ 6,781

三重 2.42 0.06 59.1 2.2 752 ／ 1,273

滋賀 2.46 0.13 58.6 4.6 544 ／ 928

京都 2.31 0.03 52.1 1.2 1,028 ／ 1,975

大阪 2.25 0.04 44.6 1.6 3,874 ／ 8,691

兵庫 2.28 0.03 50.5 1.0 1,818 ／ 3,598

奈良 2.91 0.03 64.1 2.6 448 ／ 699

和歌山 2.54 0.05 63.0 1.9 405 ／ 643

鳥取 2.39  　  △0.04 60.3 0.2 292 ／ 484

島根 2.69 0.02 67.6      △0.4 415 ／ 614

岡山 2.54 0.00 54.3 3.2 831 ／ 1,531

広島 2.38 0.08 49.5 1.5 1,225 ／ 2,474

山口 2.68 0.08 56.6 0.3 546 ／ 965

徳島 2.34 0.08 61.3 1.1 333 ／ 543

香川 2.16 0.02 56.0 1.4 494 ／ 882

愛媛 2.38 0.09 51.9 3.0 558 ／ 1,076

高知 2.42  　  △0.13 62.3 1.1 340 ／ 546

福岡 2.29 0.08 50.8 0.9 2,094 ／ 4,123

佐賀 2.76 0.06 66.6 1.6 427 ／ 641

長崎 2.80 0.16 62.4 2.5 643 ／ 1,031

熊本 2.47 0.06 57.3 0.8 757 ／ 1,321

大分 2.61 0.02 61.5 0.3 554 ／ 901

宮崎 2.57 0.10 63.0 1.1 541 ／ 859

鹿児島 2.53  　  △0.01 59.8      △1.8 794 ／ 1,327

沖縄 2.97 0.11 61.0 0.1 658 ／ 1,078

法定雇用率達成企業の数
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◎ 法定雇用率とは 

 民間企業、国、地方公共団体は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、それぞれ以下の

割合（法定雇用率）に相当する数以上の障害者を雇用しなければならないこととされている。 

 雇用義務の対象となる障害者は、身体障害者、知的障害者又は精神障害者（精神障害者保健福祉手帳

の交付を受けている者に限る。）である（なお、平成30年３月まで、精神障害者は雇用義務の対象では

ないが、精神障害者保健福祉手帳保持者を雇用している場合は雇用率に算定することができる）。 

 

                     一般の民間企業 …………………… ２．３％ 

  ○ 民間企業 ……    （43.5人以上規模の企業） 

                     特殊法人等 ………………………… ２．６％ 

                   労働者数38.5人以上規模の特殊法人、 

              独立行政法人、国立大学法人等 

 

  〇 国、地方公共団体 ………………………………………… ２．６％ 

       （38.5人以上規模の機関） 

 

  ○ 都道府県等の教育委員会 ………………………………… ２．５％ 

       （40.0人以上規模の機関） 

 

※（ ）内は、それぞれの割合（法定雇用率）によって１人以上の障害者を雇用しなければならな

いこととなる企業等の規模である。 

 

 

【一般民間企業における雇用率設定基準】 

 

            身体障害者、知的障害者及び精神障害者である常用労働者の数 

                      ＋ 失業している身体障害者、知的障害者及び精神障害者の数 

  障害者雇用率 ＝    

常用労働者数 ＋ 失業者数 

 

※ 特殊法人、国及び地方公共団体における障害者雇用率は、一般の民間企業の障害者雇用率を下回ら 

ない率をもって定めることとされている。 

※ 重度身体障害者又は重度知的障害者については、その１人の雇用をもって、２人の身体障害者又は 

知的障害者を雇用しているものとしてカウントされる。 

※ 重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者（１週間の所定労働時間が20時間以上30時 

間未満の労働者）については、１人分として、重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害 

者である短時間労働者については、0.5人分としてカウントされる。 

※ ただし、精神障害者である短時間労働者であっても、次のいずれかに該当する者については、1人分 

としてカウントされる。 

① 通報年の3年前の年に属する６月２日以降に採用された者であること 

② 通報年の3年前の年に属する６月２日より前に採用された者で、同日以後に精神障害者保健福祉手帳を 
取得した者であること 
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◎ 障害者雇用率達成指導の流れ 

 実雇用率の低い事業主については、下記の流れで雇用率達成指導を行い、 

「障害者雇入れ計画」の着実な実施による障害者雇用の推進を指導している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

   

〔指導実績(全国)〕（※２）（※３）            

○ 令和３年度の実績 

＊「障害者雇入れ計画作成命令」の発出          394社 (1社) 

＊ 障害者雇入れ計画の「適正実施勧告」         72社 (0社) 

＊「特別指導」の実施                  36社 (0社) 

○ 障害者雇入れ計画を実施中の企業(3年度)                       465社 (3社) 

○ 企業名の公表  

 

   ※1 平成 24年 1月 1日以降の日を始期とする雇入れ計画から計画期間は 3年間から 2年間に短縮している。 

    ※２ 平成 30年の障害者不適切計上による公的部門における障害者採用により、影響が生じる可能性があった 

民間企業への対策として、令和元年度においては、特例的に「行政措置」の猶予を実施している。 

 

    ※３「令和 3年度の実績」及び「障害者雇入れ計画を実施中の企業(3年度)」における( )内の数値は徳島局 

    管内の実績であり、「企業名の公表」については徳島局管内における指導実績はない。 

 

障害者雇用状況報告 

（毎年 6 月 1 日の状況） 

 

障害者雇入れ計画作成命令 

（2 年計画） 

障害者雇入れ計画の適正実施勧告 

 

特 別 指 導 

 

企 業 名 の 公 表 

 
 不足数の特に多い企業については、当該企業の幹部に対し、 

厚生労働省本省による直接指導も実施している。 

 

 

18年度 2社、19年度 1社（再公表）、20年度 4社、 

21年度 7社（うち 1社は再公表）、22年度 6社（うち 2社は再公表）、 

23年度 3社（うち 1社は再公表）、24年度 0社、25年度 0社、 

26年度 8社、27年度 0社、28年度 2社、29年度 0社、 

30年度 0社、元年度 0社、 2年度 1社、3年度 6社 

令和元年度 0社 令和 2年度 0社 

（障害者雇用促進法 第 43条第 7項）  

 

 

翌年 1月を始期とする 2年間の計画 
（※１）を作成するよう、公共職業安定所

長が命令を発出  

（同法第 46条第 1項） 

 

 計画の実施状況が悪い企業に対し、

適正な実施を勧告（計画 1年目 12月）  

（同法第 46条第 6項） 

 

 雇用状況の改善が特に遅れている企

業に対し、公表を前提とした特別指導

を実施（計画期間終了後に 9か月間）  

 

 

  （同法第 47条） 
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